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平成３０年度第２回木津川市いじめ防止等対策委員会 会議録 

 

○日 時：平成３１年２月８日（金）１３時３０分から１５時まで 

○場 所：木津川市役所 第２北別館 

○出席者：石割康平副委員長、岩瀬佳代子委員、仙田富久委員、市川忍委員、

島本秀美委員（代理）、加藤努委員、天井慎一委員、久保田江美委員 

 

     教育委員会：森永教育長、竹本教育部長、遠藤理事、志賀理事、 

藤岡教育部次長兼学校教育課長、松田指導主事 

 

１ 開会（司会 藤岡次長） 

 

２ 教育長あいさつ（森永教育長） 

 

３ 報告（事務局） 

（１）文科省委託事業 

平成３０年度いじめ対策・不登校支援等推進事業 

 「学校以外の場における教育機会の確保に関する調査研究」について 

資料１に基づき、平成２９・３０年度の市の取り組みについて事務局より報

告が行われた。 

 

適応指導教室は合併前の木津町時代より始まっている。学校に通いたくても

通えない、あるいは通うことが難しい児童生徒に対し、教室へ復帰する前段階

の場所として発足し、２０年以上続いている。この事業に対し、文部科学省の

予算がついたものである。 

 年間３０日以上欠席した場合、不登校となる。平成２９年度では１３小学校

で４７名、全体比で０．８％であった。全国平均が０．４７％であり、２倍程

度の数字となっている。結果について市教育委員会でも分析を進めているとこ

ろであるが、今年度も同程度の結果となっている。中学校は５中学校で７０名、

全体比で３％であった。これは全国平均と同じである。 

 文部科学省に提案した従来の適応指導教室に加えた３事業について、説明を

行いたい。 

まず、プランＡ「別室登校支援事業」である。適応指導教室は木津小学校敷

地内にあるが、物理的に通うことが難しい児童生徒のために、別室を用意し、

そこへ指導員を派遣する事業である。モデル校の選定を行い、当該校の教諭と

協力し指導を行った。昨年度は加茂小学校と梅美台小学校にて実施した。今年
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度は実情を鑑み、梅美台小学校で実施した。実施曜日は月～金であった。 

 プランＢは「適応指導教室 家庭訪問・電話相談事業」である。適応指導教

室に登録しているが通室できない児童生徒等に対し、指導員が家庭訪問し様子

を見たり、通室を促したりした。また電話により保護者や本人の相談を行った。

特に中学生については、高校への進学もあるため、不安を和らげる、また学校

と進学先の連携を取ることで支援を行った。 

プランＣは「学校訪問事業」である。文部科学省の委託事業の予算を活用し、

カウンセラーを雇用・専属配置した。訪問の仕方については、次の三パターン

がある。 

・各校の状況に合わせて指導員と共に訪問し、ケース会議やコンサルテーショ 

ンに参加する随時訪問 

・主に夏季休業中に全校を訪問し、不登校の状況の確認や相談活動を実施する 

全校訪問 

・各校からの要請により行う要請訪問 

夏季休業中の校内研修に利用されることもあり、啓発活動の効果もあった。 

 

続いて、取組実績について説明をする。 

プランＡについて・・・平成２９年度は小学校２校に対し、延べ１５５回の派 

遣を行った。今年度は小学校１校に対し、派遣を実施している。現在、小学 

校３年生２名、４年生１名、６年生６名が利用している。１１５回訪問し、 

延べ４６８名に対応している状況である。 

 

プランＢについて・・・平成２９年度は延べ１５回の家庭訪問を実施。今年度 

は５名の児童生徒に対し、２６回家庭訪問を実施している。また、電話相談 

を６３件、来室相談を７６件行っている。 

 

プランＣについて・・・夏休み前に２小学校と３中学校、夏季休業中に１１小 

学校と２中学校に訪問を実施した。これに加え、２学期に欠席が長期化して 

いる児童生徒がいる１小学校、２中学校を訪問した。教職員に対する研修は 

３校で実施した。 

 

続いて、成果と課題について説明する。 

プランＡについて・・・別室指導の目標や意義が明確になり、共通理解のもと 

支援を進められた。また、個に応じた対応ができ、来室日数が増えた。中で 

も６年生６名については、中学校に進学することもあり、普通教室に復帰で 

きるよう、きめ細やかな対応を行っている。 
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課題としては別室にいることもあり、担任の意識が薄くなりがちなことで 

ある。そのため、改めて担任と連携を強化し、最終目標を「学級集団の中に 

もう一度戻し、進級・進学する」と位置付けている。また「木津小学校には 

通えないが、梅美台小学校の別室なら通える。」と考えている児童生徒の受け 

入れ態勢について検討する必要がある。 

 

プランＢについて・・・個別で支援することにより、適応指導教室への通室を 

促すことができた。家庭訪問はそれほど多くの回数が実施できているわけで 

はないので、それほど復帰人数は増えていないが、今後は更に増やせるよう 

取り組んでいるところである。中学校３年生については、既に私立高校の受 

験が始まっており、学習支援や進路決定に関する不安の解消につながる相談 

を行っている。 

課題としては学校や児童相談所、市の関係機関との連携を保ち、問題の解 

消に当たることである。 

 

プランＣについて・・・コンサルテーションにより方向性を確認し、今後の支 

援について共通理解できた。また教職員研修で不登校に対する取り組みにつ 

いて理解を深めることができた。主に学校に対する支援が実施できた。 

課題としては適応指導教室と学校がそれぞれで対応しているため、市全体 

で取り組みレベルを上げていく必要がある。 

 

平成３１年度についても取り組みを継続していく予定である。 

 

【質疑応答】 

委員１ 適応指導教室の指導員はどのような資格を持っているのか。またど 

ういった立場であるのか。 

事務局 現在７名おり、１名はスーパーバイスもできるカウンセラーである。 

他に元教職員が２名、残り４名は臨床心理士等の資格を持っている。 

 

委員２ 「木津南地域」とはどこを指しているのか。 

事務局 小学校区で言うと梅美台小学校と州見台小学校が該当する。 

 

４ 議事（議長 石割副委員長） 

（１）議事録署名委員の指名 

  仙田委員を指名 
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（２）平成３０年度 第２回いじめ調査結果について（事務局） 

  資料２「平成３０年度第２回木津川市いじめ調査結果」に基づき説明が行 

われた。 

 

１ページは平成３０年度第２回木津川市いじめ調査結果である。第２回い 

じめアンケートは平成３０年１０月１２日から１１月２２日の期間で全小中 

学校において実施された。その後、結果に基づき聞き取り調査を含め、いじ 

め調査を実施した。 

２ページは小学校中学年に使用したアンケート用紙である。表記方法が異 

なるだけで小学校・中学校で内容に違いは無い。昨年度の２回目の調査より 

「３」「４」の追跡にかかる調査項目が追加されている。「３」は「１」のこ 

とがいつ起こったのか、「４」は「今はそのことでどんな気持ちでいるか、続 

いているのか」を問う内容となっている。また、今年度の１回目の調査より 

「５」の「誰に相談したか」の項目が増えている。 

３・４ページは小中学校のアンケートの集計結果表である。また５ページ 

はこの結果をグラフ化したものである。上段が小学校、下段が中学校である。 

小学校では全体で１，３４４人が「いやな思いをした」と回答した。その内

８６７人が「今は解消している。」と回答した。中学校では９４人が「いやな

思いをした」と回答し、その内４３人が「今は解消している。」と回答した。 

学年別にみると小学校では低学年が多く答えた結果となっている。学年に 

よる差はそれほどないが、学年が上がるにつれて、減少していく。中学校で 

も同様であった。この傾向は昨年度と同じである。 

６ページの上段には「いやな思いをした」児童生徒が誰かに相談した割合 

を示している。小学校で４７．５％ ６３８人、中学校で５９．６％ ５６ 

人が相談したと回答している。 

相談の対象となった者を表したのが下段である。小中学校とも家族が最も 

多く、次いで友人、先生、その他の順となっている。その他の相談相手とし 

て小学校では「相手のお父さん」「ゲームでチャットをしている人」「いとこ」、 

中学校では「カウンセリングの先生」と回答した者がいた。 

７ページは「いやな思いの発生率比較」である。小学校では１学期より２ 

学期の方が減少している。昨年度に比べて減少傾向にある。中学校でも同様 

の結果となっている。未然防止、また日々の取り組みが奏功しているとも考 

えられる。 

ただし、いじめアンケートのみで全てが把握できるとも考えにくいため、 

日ごろからのきめ細やかな観察が重要である。気になる特徴として、小中学 

校とも「いやな思い」の発生率は減少しているが、「その行為が続いている。」 
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と回答した児童生徒が増加している点がある。事象自体に注視していく必要 

がある。 

８ページは「いやな思い」の態様別件数である。小学校では「１ ひやか 

し、からかい、悪口、おどし文句など、いやなことを言われた。」が圧倒的に 

多く、続いて「３ 遊ぶふりをしてぶつかられたり、たたかれたり、けられ 

たりした。」が多くなっており、最近同様の傾向が見られる。 

中学校では「１ ひやかし、からかい、悪口、おどし文句など、いやなこ 

とを言われた。」が多く、この点では小学校と同じだが、その次に多いのが「２ 

仲間はずれにされたり、集団で無視された。」が多くなっている。昨年までは 

小学校と同じ傾向であったため、今年度の特徴と言える。 

９ページからは京都府のいじめ調査に報告した内容となっている。平成２ 

９年３月に国のいじめ防止等のための基本方針」が改定され、いじめの解消 

要件が変更された。 

解消の要件は「いじめの行為が止んでいること」「被害児童生徒が心身の苦 

痛を感じていないこと」「行為が止んでいる状態が少なくとも三ヶ月継続して

いること」となっている。 

このため、いじめの全体を三ヶ月以上経過しているものと未解消のものに 

分け、また未解消のものをＡＢＣの３つに分けることとなっている。 

「Ａ」は「行為が止んでいないもの」、「Ｂ」は「行為は止んでいるが、い 

やな思いは継続しているもの」、「Ｃ」は「行為も止んでおり、いやな思いも 

無いが、三ヶ月が経っていないもの」である。 

小学校では認知件数が１，３５７件であり、その内解消が２８件、未解消 

が１，３２９件である。１，３２９件を三分類するとＡが３３件、Ｂが２３ 

８件、Ｃが１，０５８件である。Ａについては特に早急な対応、行為の中止 

が求められる。またＢについては継続した経過観察と支援が必要であると考 

えている。 

１０ページは中学校の内容である。認知件数が６８件、解消が０件、未解 

消が６８件である。６８件を三分類すると、Ａが５件、Ｂが１１件、Ｃが５ 

２件である。 

１１ページはいじめの認知件数であるが、市のいじめアンケート結果と内 

容が同じである。 

１２ページは認知件数の経年比較である。小中学校共に減少傾向である。 

下段は１学期に実施した第１回いじめ調査の未解消事案の追跡調査結果であ 

る。小学校では第１回調査時に未解消が１，５４２件あった。今回追跡調査 

を実施したところ、１，５３９件が解消し、引き続き追跡調査するものが３ 

件であった。内訳はＡが１件、Ｂが２件であった。 
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中学校では第１回調査時に未解消が９２件であったが、追跡調査を実施し 

たところ、８０件が解消し、引き続き追跡調査するものが１２件であった。 

内訳はＢが７件、Ｃが５件であった。Ｃの５件については三ヶ月が経過し 

ているが、学校として注視していくケースとして計上されている。 

 

【質疑応答】 

委員２ 第１回いじめ調査追跡調査結果においては、ほぼすべてが解消となっ 

ているが、昨年の追跡調査結果で未解消となったものは、今回追跡対象とし 

て挙がっているのか。それとも年度で新たに調査したものとなっているのか。 

事務局 昨年度の第２回調査より調査結果が変更されＡ～Ｃに分類されること 

となった。追跡は学年末に行っているが、完全に解消とはならないものもあ 

る。 

学年が代わる時に数値はリセットされるが、事象としては引き継ぎを行い 

未解消案件については新しい体制で見守りを行っている。 

 

委員１ 「誰に相談したか」によって解消率が高いのか、といったことについ 

て一定の傾向はあるのか。 

事務局 統計的なデータは無いが、例えば家族に相談した場合は家族から学校 

あるいは教育委員会へ相談がなされ、解決する場合もある。誰に相談すれば、 

ということではなく、誰かに相談がなされれば解決に至ると考えている。 

中学生では友達に相談することが多いが、そこから教諭へ伝わり相談につ 

ながることもある。ケースバイケースだと考えている。 

委員１ 解消率が高い相談相手が誰かといったデータがあれば、自分たちで解 

決する場合もあるだろうし、家族と相談する場合もあるだろうと考える。 

何か今後の対策の参考になるのではと思う。 

事務局 誰かに相談できる環境づくりが重要だと考えている。そこから解決の 

道筋を付けていくのが大事だと思われる。今後の参考にさせていただく。 

 

（３）個別の事象について（事務局） 

個別事象の詳細情報が含まれるため、条例第６条に基づき非公開事案とす 

るかどうかについて提案がなされ、議決された。 

 

（４）意見交換 

委員２ 報道されている千葉県野田市のアンケート用紙では「秘密は守りま 

す。」等の文言が書いてあったと報道で知ったが、本市のアンケートには記載 

されていない。 
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京都府の様式だと思うが、例えば保護者が開示を求めてきた時に親からの 

虐待があった場合に限らず、求めがあれば開示するものなのか、しないのか。 

開示しないならその根拠は。また対策は。 

また別の報道でいじめに類する行為を高校の教諭が生徒に行っていたとあ 

ったが、例えばこの調査で「教職員からいじめ行為をされた。」という項目が 

あったとしても、学校内部での集約であれば表に出てこないこともあるかと 

思われる。対応、また防ぐ方策としてはどんなものがあるのか。 

いじめ事象について、例えば児童福祉施設で子どもに不適切なかかわりを 

した場合は、児童虐待防止法ではなく児童福祉法の中で取扱い、審議会が対 

応するとなっている。学校ではどうか。すぐに答えの出る話ではないと思わ 

れるが問題提起としてお話した。 

事務局 自治体には個人情報保護条例があり、この条例は本人情報が適切に取 

り扱われているかといったことを行政機関に開示請求することで確認ができ 

ることを目的としている。 

未成年が自らの個人情報がどう扱われているかを開示請求することは現実 

としてあり得ず、行う場合は保護者がこれに代わり実行することとなる。 

保護者に対し、子どもの情報を開示することが今回の千葉県の事件のよう 

に子どもの身体や生命を損なう恐れがある時に、自治体としては開示を断る。 

ただし、その場合、子どもの身体や生命を損なう恐れについては自治体が明

白に明示する必要がある。開示請求された時点で、例えば虐待案件として認知

しているのであれば、開示しないことができるのではないかと考える。また、

プライバシーに関する部分以外では、処置内容や公務員の氏名は原則公開とな

っている。 

 

委員３ 学校で人権週間が実施されているが、感想文を書きそれが褒められた 

りする等で子どもが落ち着いてくるのを感じる時がある。この週間を増やす 

ことで密にコミュニケーションを取ることも大事ではないかと思う。 

子どもが忘れかけた時に、ふと思い出す、また教師に打ち明けるきっかけ 

になると考える。 

 

事務局 色々な事象の根底に人権感覚・人権意識の低さであったり、人を思い 

やれない気持ちに端を発したりするものがある。人権週間だけではなく、子 

どもが立ち止まって自分の行為を振り返ったり、友達を思いやる大切さを持 

ったりする機会をたくさん持てるようにしたいと考えている。 

 

委員１ こういった根本的なところの重要性を意識しながら考えていかなけれ 



8 

 

ばならないと思う。ＳＮＳに関する議論があったが、これに関係するいじめ 

事象が増えれば、今までの統計データの見方も変わってくるのではないかと 

思う。 

いじめの質の違いといったものも考えながら対策していかなければならな 

いと感じた。 

 

５ 閉会（遠藤理事） 

次回の会議は平成３１年６月頃を予定している。ただし、重大事案や緊急の

報告・協議があった場合は臨時で召集することもあるので、ご了承いただきた

い。 

ＰＴＡ代表委員については任期が一年となっているが、その他の委員につい

ては任期が二年となっているため、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

 

 

 


